
平成２５年４月１６日調査

京都市 川崎市 杉並区 堺市

事業開始年度 平成２１年度 平成２２年度 平成１８年度 平成１６年度

対象障害

在宅の知的障害者で、支給決

定のある方

在宅の障害者（事業所の受

入可能な障害）

在宅の障害者で、支給決定の

ある方

在宅の障害者で、支給決定のあ

る方

対象年齢 18歳以上 受入事業所の基準 ５歳以上６５歳未満 受入事業所の基準

利用できる理由等

保護者等の疾病、出産、冠婚葬

祭等一時的に保護が必要な場

合等

家族等の急な疾病、葬儀や

事故、災害等（原因は３日以

内）

介護する家族がいない、緊急

の支援が必要な場合等

介護者の入院等

利用期間 ７日以内 ７日以内 １泊２日 ７日以内

契約等

なし

（４事業所で１週間の持ち回り）

委託契約（年間） 委託契約（年間） 協定

事業所数 4 3 1 2

確保ベッド数 1 4 1 2

利用実績 １７件（８８日） 年間で５０％の利用 ２件（Ｈ２４） 年間で６０％の利用

ベッド確保単価 ６，６１５円／日 ６，３００円／日 ６，０００円／日

８，６７０円／日

（利用がない場合のみ、確保料と

して補助金支払い）

予算額（平成２４年度） ２，４１５千円 ９，１９８千円 ２，３９１千円 ４，１５０千円

その他

・当番表を市が作成して依頼

・身体障害も実施していたが利

用が少なくＨ２２に廃止した。

・あいている施設を職員が電

話連絡する。

・短期入所を探し、それでも見

つからない場合に対応。

・委託事業所は次の入所先も

手配する。

・事業所の理解が必要

障害者緊急時短期入所単独事業


